
見附市選挙管理委員会告示第９号 

 

令和８年２月８日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院比例代表選出

議員選挙において、在外投票指定期日前投票所を次の場所に設ける。 

 

令和８年１月２７日 

見附市選挙管理委員会 

委員長 佐野 眞砂子 

 

 

在外投票指定期日前投票所を設ける場所   ネーブルみつけ研修室１ 

 


